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対
象

○
本
市
に
住
民
登
録
を
し
て
い
る
人

○
本
市
以
外
の
市
町
村
に
住
民
登
録

を
し
て
い
て
、
本
市
に
通
勤
・
通

学
し
て
い
る
人(

通
勤
・
通
学
を

し
て
い
る
証
明
が
必
要
で
す)

申
請
日
時

月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま

で
の
午
前
９
時
〜
午
後
４
時
30
分

※
土
・
日
曜
日
、
祝
日
、
年
末
年
始

を
除
く

申
請
場
所

市
民
課
パ
ス
ポ
ー
ト
窓
口

※
白
沢
町
・
利
根
町
振
興
局
で
は
申

請
で
き
ま
せ
ん

申
請
で
き
る
旅
券
の
種
類

①
新
規
申
請

初
め
て
パ
ス
ポ
ー
ト

を
取
得
す
る
人
や
前
回
取
得
し
た

パ
ス
ポ
ー
ト
の
有
効
期
限
が
切
れ

た
人

②
切
替
新
規
申
請

現
在
所
有
し
て

い
る
パ
ス
ポ
ー
ト
の
有
効
期
限
が

１
年
未
満
に
な
っ
た
人

③
訂
正
新
規
申
請

氏
名
や
本
籍
な

ど
身
分
事
項
が
変
更
に
な
っ
た
人

※
そ
の
他
の
申
請
は
、
市
民
課
へ
問

い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い

用
意
す
る
も
の

○
一
般
旅
券
発
給
申
請
書(

５
年
用

・
10
年
用
）

※
20
歳
未
満
の
人
は
、
５
年
用
の
申

請
の
み
で
す

○
現
在
持
っ
て
い
る
パ
ス
ポ
ー
ト

※
有
効
期
限
切
れ
の
も
の
も
含
み
ま

す

○
戸
籍
抄
本
ま
た
は
謄
本

※
切
替
新
規
申
請
で
は
不
要
で
す

○
６
カ
月
以
内
に
撮
影
し
た
顔
写
真

(

縦
45
㎜
×
横
35
㎜)

※
帽
子
な
し
・
背
景
な
し
・
縁
な

し
・
顔
の
寸
法
な
ど
、
規
格
が
厳

密
に
決
ま
っ
て
い
ま
す
の
で
、
写

真
店
な
ど
で
撮
影
す
る
こ
と
を
お

勧
め
し
ま
す

○
運
転
免
許
証
な
ど
顔
写
真
付
き
の

身
分
証
明
書(
コ
ピ
ー
し
た
も
の

は
不
可)

※
切
替
新
規
申
請
・
訂
正
新
規
申
請

で
有
効
期
限
内
の
パ
ス
ポ
ー
ト
を

持
っ
て
い
る
人
は
不
要
で
す

※
代
理
人
が
申
請
す
る
場
合
は
、
申

請
者
と
代
理
人
両
方
の
本
人
確
認

書
類
が
必
要
で
す

パ
ス
ポ
ー
ト
は
、
必
ず
本
人
が
窓

口
に
受
け
取
り
に
来
て
く
だ
さ
い
。

交
付
日
時

月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま

で
の
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時

15
分(

月
曜
日
は
、
午
後
６
時
15

分
ま
で)

※
土
・
日
曜
日
、
祝
日
、
年
末
年
始

を
除
く

交
付
場
所

市
民
課
パ
ス
ポ
ー
ト
窓
口

用
意
す
る
も
の

○
旅
券
引
換
書

※
申
請
時
に
お
渡
し
し
ま
す

○
手
数
料(

下
表)

※
収
入
印
紙
・
群
馬
県
証
紙
は
市
役

所
売
店
で
も
購
入
で
き
ま
す

○
９
月
28
日(

金)

ま
で
に
県
内
の
パ

ス
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
で
申
請
し
た

人
は
、
申
請
し
た
パ
ス
ポ
ー
ト
セ

ン
タ
ー
で
交
付
さ
れ
ま
す

○
交
付
は
、
申
請
日
か
ら
土
・
日
曜

日
、
祝
日
、
年
末
年
始
を
除
い
た

７
日
目
以
降
で
す
。
余
裕
を
持
っ

て
申
請
し
て
く
だ
さ
い
　

○
本
市
に
住
民
登
録
し
て
い
る
人
は
、

10
月
１
日
以
降
は
原
則
と
し
て
県

や
利
根
沼
田
な
ど
の
パ
ス
ポ
ー
ト

セ
ン
タ
ー
で
の
申
請
・
交
付
が
で

き
な
く
な
り
ま
す
　

申
請
手
続
き

10
月
１
日
か
ら

8

市
民
課
に
パ
ス
ポ
ー
ト
窓
口
を
開
設
し
ま
す

問
い
合
わ
せ
　
市
民
課
市
民
係
1
内
線
３
１
２
５

現
在
、
日
本
国
旅
券(
パ
ス
ポ
ー
ト)

の
申
請
・
交
付
は
、
県
や
利
根
沼
田
な
ど
の
パ
ス
ポ

ー
ト
セ
ン
タ
ー
で
行
っ
て
い
ま
す
が
、
10
月
１
日
か
ら
は
本
市
に
住
民
登
録
を
し
て
い
る

人
の
申
請
・
交
付
は
、
市
民
課
の
パ
ス
ポ
ー
ト
窓
口
に
変
わ
り
ま
す
。

パ
ス
ポ
ー
ト
の
交
付

注
意
事
項

旅券の種類

10年旅券

５年旅券
(12歳以上)

５年旅券
(12歳未満)

14,000円

9,000円

4,000円

2,000円

2,000円

2,000円

16,000円

11,000円

6,000円

収入印紙 群馬県証紙 計

手数料一覧表(収入印紙・群馬県証紙で納めてください)

10
月
１
日
か
ら
国
保
の
保
険
証
が

更
新
さ
れ
ま
す
。
現
在
使
用
中
の
保

険
証
は
９
月
30
日
ま
で
有
効
で
す
。

新
し
い
保
険
証
は
、
９
月
下
旬
ま
で

に
世
帯
主
へ
郵
送
し
ま
す
。
郵
送
を

希
望
し
な
い
場
合
は
、
市
民
課
国
保

係
窓
口
で
交
付
し
ま
す
の
で
ご
連
絡

く
だ
さ
い
。

国
保
税
を
納
め
て
い
な
い
人
に
は
、

納
税
相
談
を
行
っ
た
上
で
保
険
証
を

お
渡
し
す
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

特
別
の
事
情
も
な
く
長
期
に
わ
た

り
滞
納
し
て
い
る
場
合
は
、
短
期
被

保
険
者
証
、
ま
た
は
資
格
証
明
書
を

交
付
し
ま
す
。
短
期
被
保
険
者
証
は

一
般
の
保
険
証
と
同
じ
効
力
で
す
が
、

通
常
１
年
間
の
有
効
期
限
が
６
カ
月

間
に
な
り
ま
す
。

資
格
証
明
書
は
、
国
保
の
被
保
険

者
で
あ
る
こ
と
の
証
明
書
で
、
医
療

費
の
自
己
負
担
割
合
は
10
割
と
な
り

ま
す
。
10
割
負
担
を
し
た
医
療
費
は
、

申
請
に
よ
り
そ
の
７
割
を
返
還
し
ま

す
が
、
滞
納
の
解
消
な
ど
に
よ
っ
て

通
常
の
保
険
証
が
交
付
さ
れ
る
こ
と

が
条
件
と
な
り
ま
す
。

臓
器
提
供
意
思
表
示
と

保
護
シ
ー
ル
に
つ
い
て

保
険
証
の
裏
面
に
臓
器
提
供
の
意

思
を
記
載
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い

ま
す
。
記
入
し
た
情
報
を
保
護
す
る

た
め
の
シ
ー
ル
を
窓
口
で
配
布
し
て

い
ま
す
の
で
、
希
望
す
る
人
は
、
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。

年
金
か
ら
特
別
徴
収
さ
れ
た
場
合
と

口
座
振
替
で
納
付
し
た
場
合
の
社
会

保
険
料
控
除
の
取
り
扱
い

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
お
よ
び

国
保
税
の
所
得
税
と
個
人
住
民
税
に

お
け
る
社
会
保
険
料
控
除
は
、
納
付

方
法
に
よ
っ
て
適
用
さ
れ
る
人
が
変

わ
り
ま
す
。
年
金
か
ら
の
特
別
徴
収

は
、
そ
の
年
金
の
受
給
者
に
社
会
保

険
料
控
除
が
適
用
さ
れ
ま
す
。
口
座

振
替
に
よ
り
保
険
料(

税)

を
納
付
し

た
場
合
は
、
実
際
に
納
付
し
た
人
の

社
会
保
険
料
控
除
と
し
て
適
用
さ
れ

ま
す
。

問
い
合
わ
せ

市
民
課
国
保
係
1
内

線
３
１
３
４
、
白
沢
町
総
務
課
市

民
生
活
係
1
内
線
３
１
、
利
根
町

総
務
課
市
民
生
活
係
1
内
線
４
０
へ

9 市役所 123－2111 白沢町振興局 153－2111 利根町振興局 156－2111

国
民
年
金
制
度
は
、
20
歳
か
ら
60

歳
に
到
達
す
る
ま
で
の
40
年
間
に
国

民
年
金
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
で
満

額
の
老
齢
基
礎
年
金
を
受
給
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

保
険
料
を
納
め
な
か
っ
た
期
間
が

あ
る
場
合
や
資
格
取
得
な
ど
の
届
け

出
の
未
提
出
に
よ
り
国
民
年
金
の
資

格
期
間
が
な
い
場
合
は
、
将
来
の
年

金
受
給
額
が
少
な
く
な
っ
た
り
、
年

金
が
受
給
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
い

ま
す(

保
険
料
納
付
や
免
除
な
ど
の

合
計
が
25
年
未
満
の
場
合)

。

10
月
１
日
か
ら
国
民
年
金
保
険
料

の
納
め
る
こ
と
が
で
き
る
期
間
が
過

去
２
年
か
ら
10
年
に
延
長
に
な
る
後

納
制
度
が
始
ま
り
ま
す
。

納
付
で
き
る
期
間
は
、
10
月
１
日

か
ら
平
成
27
年
９
月
30
日
ま
で
で
す
。

す
で
に
老
齢
基
礎
年
金
の
受
給
権

を
持
っ
て
い
る
人
は
、
納
め
る
こ
と

が
で
き
ま
せ
ん
。

後
納
保
険
料
を
納
付
す
る
た
め
に

は
、
事
前
に
申
し
込
み
と
審
査
が
必

要
で
す
。
審
査
の
結
果
、
後
納
制
度

に
よ
る
納
付
を
利
用
で
き
な
い
場
合

が
あ
り
ま
す
。

公
的
年
金
は
、年
を
取
っ
た
と
き
、

病
気
や
け
が
で
障
害
が
残
る
な
ど
、

万
が
一
の
と
き
の
た
め
に
み
ん
な
で

保
険
料
を
出
し
合
い
経
済
的
に
支
え

合
う
制
度
で
す
。

ま
た
、
働
く
世
代
が
納
め
る
保
険

料
が
高
齢
者
の
生
活
を
支
え
る
世
代

と
世
代
の
支
え
合
い
の
仕
組
み
で
成

り
立
っ
て
い
ま
す
。

公
的
年
金
は
、
少
子
高
齢
化
の
進

行
や
予
測
で
き
な
い
経
済
の
変
動
に

も
対
応
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、

将
来
に
わ
た
っ
て
同
じ
価
値
の
年
金

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

自
分
や
家
族
の
将
来
の
た
め
に
、

公
的
年
金
が
ど
ん
な
に
大
切
な
も
の

か
、も
う
一
度
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
。

も
し
、
あ
な
た
が
公
的
年
金
制
度

に
加
入
し
て
い
な
か
っ
た
り
、
保
険

料
を
納
め
て
い
な
か
っ
た
ら
、
き
ち

ん
と
加
入
し
て
忘
れ
ず
に
保
険
料
を

納
め
ま
し
ょ
う
。

問
い
合
わ
せ

国
民
年
金
保
険
料
専

用
ダ
イ
ヤ
ル
1
０
５
７
０(

０
１

１)

０
５
０
、
渋
川
年
金
事
務
所

1
０
２
７
９
　
１
６
０
７
へ

公
的
年
金
は
世
代
と
世
代
の
支
え
合

い
で
す

後
納
制
度(

国
民
年
金
保
険
料
の
納

付
期
限
の
延
長)

が
始
ま
り
ま
す

10
月
１
日
か
ら

国
民
健
康
保
険
の
保
険
証
が
新
し
く
な
り
ま
す

記載内容は必ず確認しましょう

（
表
面
）

（
裏
面
）


